
９月定例会
会期８/28㊍▶９/27㊎

蓮
田
市
一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
２
号
）な
ど

21
議
案
を
可
決
・
認
定
　

令
和
６
年
９
月
定
例
会
は
、
去
る
８
月
28
日
か
ら
９
月
27
日
ま
で
の
31
日
間
の

会
期
で
開
か
れ
ま
し
た
。

今
定
例
会
で
は
、
初
日
に
市
長
提
出
議
案
と
し
て
「
令
和
６
年
度
蓮
田
市
一
般

会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）」「
令
和
５
年
度
蓮
田
市
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算
認

定
に
つ
い
て
」
な
ど
20
議
案
が
上
程
さ
れ
た
後
、「
蓮
田
市
国
民
健
康
保
険
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
」
１
議
案
が
追
加
上
程
さ
れ
、
い
ず
れ
も
可
決
・
認
定

し
ま
し
た
。

定例会初日　議案の提案説明を行う山口市長

市

長

提

出

議

案

議
案
第
43
号
　
蓮
田
市
税
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

地
方
税
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
改
正

　
主
な
内
容
は
、
公
益
信
託
に
関
す
る
法
律
の
改

正
に
伴
い
、
市
民
税
に
関
す
る
規
定
を
整
備
す
る

も
の
な
ど
で
す
。

　
施
行
日
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
公
益
信
託

に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
の
属
す
る
年
の
翌
年

の
１
月
１
日
で
す
。

議
案
第
44
号
　
蓮
田
市
国
民
健
康
保
険
税
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
限
度
額

の
見
直
し

　
主
な
内
容
は
、
地
方
税
法
施
行
令
の
一
部
改
正

に
伴
い
、
国
民
健
康
保
険
税
の
後
期
高
齢
者
支
援

金
等
課
税
額
に
係
る
課
税
限
度
額
を
現
行
の
22
万

円
か
ら
24
万
円
に
変
更
す
る
も
の
で
す
。

　
施
行
日
は
、
令
和
７
年
４
月
１
日
で
す
。

国
保
は
負
担
上
限
引
き
上
げ
で
は

な
く
、
大
幅
な
公
費
負
担
増
額
を

深
田
康
孝
（
日
本
共
産
党
）

反対討論　
今
回
の
改
正
は
、
地
方
税
法
施
行
令
の
一
部
改

正
に
伴
い
、
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
限
度
額
を

引
き
上
げ
る
も
の
で
あ
る
。
中
間
所
得
層
の
負
担

を
少
し
で
も
軽
減
す
る
た
め
と
の
説
明
も
あ
る
が
、

低
所
得
者
も
含
め
て
年
々
負
担
は
増
え
続
け
て
い

る
。
国
保
税
の
更
な
る
負
担
増
は
容
認
で
き
な
い
。

国
保
加
入
者
の
負
担
軽
減
に
は
、
公
費
負
担
を
増

や
し
、
国
保
の
仕
組
み
を
改
善
し
て
い
く
こ
と
が

先
決
で
あ
る
。
以
上
の
理
由
か
ら
、
国
保
の
負
担

上
限
の
引
き
上
げ
に
反
対
す
る
。

議
案
第
45
号
　
蓮
田
市
手
数
料
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

建
築
基
準
法
の
一
部
改
正
に
伴
う

改
正

　
主
な
内
容
は
、
引
用
法
令
の
項
ず
れ
に
伴
い
、
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規
定
の
整
備
を
す
る
も
の
で
す
。

　
施
行
日
は
、
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高

め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法

律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
よ
り
、
公
布

の
日
か
ら
起
算
し
て
６
月
を
超
え
な
い
範
囲
に
お

い
て
政
令
で
定
め
る
日
で
す
。

建
築
物
の
安
全
確
保
に
公
的

責
任
を
果
た
す
べ
き

榎
本
菜
保
（
日
本
共
産
党
）

反対討論　
こ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
国
な
ど
が
建
築
物
を
建
て

る
際
、
地
方
公
共
団
体
の
建
築
主
事
が
行
っ
て
き

た
建
築
基
準
の
適
合
審
査
を
行
う
建
築
確
認
検
査

業
務
に
つ
い
て
、
民
間
の
指
定
確
認
検
査
機
関
も

行
な
え
る
よ
う
に
す
る
改
定
に
伴
う
も
の
。

　
平
成
10
年
、
民
間
建
築
物
の
建
築
確
認
業
務
の

一
部
民
間
へ
の
開
放
が
な
さ
れ
て
以
降
、
安
さ
と

速
さ
を
競
い
合
う
中
で
、
平
成
17
年
の
耐
震
強
度

偽
装
事
件
が
発
生
し
た
前
例
が
あ
る
。

　
安
全
確
保
に
公
的
責
任
を
果
た
す
た
め
に
は
、

建
築
主
事
の
増
員
や
、
能
力
や
経
験
を
積
め
る
よ

う
に
す
る
こ
と
こ
そ
が
必
要
。
よ
っ
て
日
本
共
産

党
は
反
対
す
る
。

議
案
第
46
号
　
蓮
田
市
水
道
事
業
の
布
設
工

事
監
督
者
及
び
水
道
技
術
管
理
者
の
資
格
等

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

水
道
法
施
行
令
及
び
同
法
施
行
規

則
の
一
部
改
正
に
伴
う
改
正

　
主
な
内
容
は
、
布
設
工
事
監
督
者
及
び
水
道
技

術
管
理
者
の
資
格
要
件
を
改
め
る
も
の
で
す
。

　
施
行
日
は
、
令
和
７
年
４
月
１
日
で
す
。

議
案
第
47
号
　
蓮
田
市
下
水
道
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

下
水
道
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に

伴
う
改
正

　
主
な
内
容
は
、
除
害
施
設
の
設
置
の
基
準
に
お

け
る
「
大
腸
菌
群
数
」
を
「
大
腸
菌
数
」
に
改
め

る
も
の
で
す
。

　
施
行
日
は
、
令
和
７
年
４
月
１
日
で
す
。

議
案
第
48
号
　
埼
玉
県
後
期
高
齢
者
医
療
広

域
連
合
規
約
の
変
更
に
つ
い
て

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る

法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
変
更

　
主
な
内
容
は
、
現
行
の
被
保
険
者
証
が
廃
止
さ

れ
る
こ
と
に
伴
い
、「
被
保
険
者
証
及
び
資
格
証

明
書
」
を
「
資
格
確
認
書
等
」
に
改
め
る
も
の
で
す
。

　
施
行
日
は
、
令
和
６
年
12
月
２
日
で
す
。

マ
イ
ナ
保
険
証
を
具
体
化
す
る

規
約
変
更
は
容
認
で
き
な
い

深
田
康
孝
（
日
本
共
産
党
）

反対討論　
日
本
共
産
党
は
、
一
貫
し
て
現
行
の
保
険
証
を

残
す
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
規
約

変
更
は
、
被
保
険
者
証
及
び
資
格
証
明
書
の
引
渡

し
を
資
格
確
認
書
等

の
引
渡
し
と
書
き
換

え
る
も
の
で
、
現
行

の
保
険
証
を
止
め
て

マ
イ
ナ
保
険
証
を
具

体
化
す
る
こ
と
に
な

る
こ
と
か
ら
反
対
す

る
。

議
案
第
49
号
　
市
道
の
路
線
の
廃
止
に
つ
い

て
市
道
１
路
線
を
廃
止

　
生
活
道
路
改
良
事
業
に
伴
い
市
道
３
５
５
号
線

の
１
路
線
を
廃
止
す
る
も
の
で
す
。

議
案
第
50
号
　
市
道
の
路
線
の
認
定
に
つ
い

て
市
道
３
路
線
を
認
定

　
主
要
地
方
道
行
田
蓮
田
線
の
新
道
整
備
に
伴
い

県
か
ら
市
へ
移
管
さ
れ
る
１
路
線
を
市
道
３
１
９

号
線
と
し
て
認
定
す
る
ほ
か
、
生
活
道
路
改
良
事

業
に
伴
い
１
路
線
を
市
道
３
５
５
線
と
し
て
認
定
、

ま
た
、
都
市
計
画
法
の
規
定
に
基
づ
く
開
発
行
為

に
よ
り
新
設
さ
れ
、
市
に
帰
属
さ
れ
た
１
路
線
を

市
道
１
９
５
３
号
線
と
し
て
認
定
す
る
も
の
で
す
。

。
議
案
第
51
号
　
令
和
６
年
度 

蓮
田
市
一
般
会

計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

障
害
児
入
所
給
付
費
及
び
入
所
医
療

費
等
給
付
事
業
に
お
け
る
増
額
な
ど

　
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ

れ
18
億
１
０
９
３
万
１
０
０
０
円
を
追
加
し
、
予

算
総
額
を
２
３
８
億
６
４
７
４
万
３
０
０
０
円
と

す
る
も
の
で
す
。

　
主
な
内
容
は
、
障
害
児
入
所
給
付
費
及
び
入
所

医
療
費
等
給
付
事
業
は
、
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
件
数

の
増
加
に
伴
う
増
額
。
道
路
維
持
補
修
事
業
は
、

生
活
道
路
の
舗
装
修
繕
な
ど
を
行
う
た
め
の
経
費

を
増
額
。
公
園
整
備
事
業
は
、
森
林
環
境
譲
与
税

　今定例会における市長からの行政報告は８

件で、次のとおりです。

１．令和５年度工事及び委託の入札結果につ

いて

２．第35回はすだ市民まつりについて

３．障害者支援施設等整備事業候補者の決定

について

４．地下鉄７号線建設誘致に向けた取り組み

状況について

５．高虫西部地区産業団地整備事業の進捗状

況について

６．蓮田市の未来を語る子ども議会について

７．蓮田市・松川町小学校交流事業について

８．各部の主な事業の進捗状況について

市長の行政報告
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を
活
用
し
て
木
質
化
を
推
進
し
、
中
谷
公
園
ト
イ

レ
や
松
ヶ
崎
公
園
あ
ず
ま
や
の
工
事
を
行
う
た
め

の
経
費
を
計
上
。

　
基
金
は
、
財
政
調
整
基
金
、
減
債
基
金
に
そ
れ

ぞ
れ
積
立
て
計
上
。

　
繰
越
明
許
費
は
、
閏
戸
保
育
園
屋
根
等
改
修
工

事
の
執
行
に
期
間
を
要
す
る
た
め
計
上
。

　
債
務
負
担
行
為
は
、
小
学
校
給
食
調
理
等
業
務

委
託
費
な
ど
、
本
年
度
中
に
契
約
を
締
結
す
る
必

要
が
あ
る
た
め
追
加
。

　
地
方
債
は
、
臨
時
財
政
対
策
債
の
発
行
可
能
額

の
確
定
な
ど
に
伴
う
変
更
な
ど
。

国
の
補
助
金
の
立
て
替
え
、
問
題
の

多
い
交
付
金
の
利
用
な
ど
は
不
適
切

諸
根
善
昭
（
日
本
共
産
党
）

反対討論　
以
下
３
点
の
理
由
で
反
対
す
る
。

１�

　
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
へ
の
２
５
６
万
円

の
繰
り
出
し
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
下
４
桁
を

通
知
す
る
た
め
の
費
用
で
あ
り
、
市
が
立
て
替

え
る
必
要
は
な
い
。

２�

　
申
請
書
記
入
支
援
シ
ス
テ
ム
導
入
業
務
委
託

４
７
７
万
１
０
０
０
円
の
財
源
の
２
分
の
１
は
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
申
請
率
を
交
付
基
準

に
取
り
入
れ
る
な
ど
問
題
の
多
い
デ
ジ
タ
ル

田
園
都
市
国
家
構
想
交
付
金
で
あ
り
、
不
適
切
。

３�

　
自
動
車
運
転
業
務
委
託
費
５
９
０
万
１
０
０

０
円
を
４
万
円
に
減
額
補
正
す
る
の
は
、
運
転

手
の
最
低
賃
金
す
ら
大
き
く
下
回
る
も
の
で

あ
り
、
社
会
通
念
上
も
大
問
題
。

補
正
予
算
に
は
賛
成
だ
が
、
入
札

制
度
の
変
更
は
早
急
に
行
う
べ
き

菊
池
義
人
（
市
民
ク
ラ
ブ
未
来
）

賛成討論　
補
正
予
算
で
は
消
防
、
防
災
関
係
及
び
道
路
改

良
な
ど
の
市
民
の
安
心
安
全
の
た
め
に
必
要
な
予

算
、
及
び
給
食
室
の
設
備
を
含
む
学
校
関
係
の
補

正
、
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
エ
ア
コ
ン
設
置
の
た

め
の
設
計
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
早
急
に
行
っ
て
も
ら

い
た
い
も
の
な
ど
で
そ
の
目
的
に
は
賛
同
す
る
。

　
一
方
で
、
公
用
車
の
運
転
業
務
委
託
費
は
1
日

4
時
間
を
1
単
位
と
し
て
２
４
０
日
の
運
転
業

務
を
２
万
3
６
０
０
円
で
落
札
さ
れ
落
札
率
０
・

44
％
で
契
約
を
し
て
い
る
。
適
正
な
競
争
と
は
言

え
な
い
状
況
で
あ
る
。
早
急
に
最
低
制
限
価
格
の

導
入
な
ど
対
策
を
す
る
必
要
が
あ
る
。

マ
イ
ナ
保
険
証
一
本
化
で
も
紙
保
険
証
残

せ
。
低
入
札
価
格
対
応
未
整
備
は
危
機
管
理

意
識
が
希
薄 

湯
谷
百
合
子
（
無
会
派
）

反対討論　
マ
イ
ナ
保
険
証
ト
ラ
ブ
ル
は
69
・
７
％
の
医
療

機
関
で
発
生
。
他
人
情
報
紐
付
け
も
１
５
５
の
医

療
機
関
で
見
つ
か
っ
た
。
市
は
カ
ー
ド
未
保
持
者

に
「
資
格
確
認
書
」
を
、
マ
イ
ナ
保
険
証
保
持
者

に
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
下
４
桁
」
の
数
字
を
送
付
す

る
が
、
志
木
市
な
ど
は
全
被
保
険
者
に
「
資
格
確

認
書
」
を
送
付
。
全
被
保
険
者
に
紙
の
保
険
証
を

発
行
す
べ
き
。
ま
た
、
市
長
車
の
運
転
業
務
委
託

費
落
札
価
格
が
、
２
万
３
６
０
０
円
。
低
入
札
価

格
を
排
除
す
る
仕
組
み
が
な
く
、
危
機
管
理
意
識

が
希
薄
で
あ
る
こ
と
は
重
大
。
反
対
す
る
。

議
案
第
52
号
　
令
和
６
年
度
蓮
田
市
国
民
健

康
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

国
民
健
康
保
険
財
政
調
整
基
金
へ

積
立
て
な
ど

　
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ

れ
２
１
５
５
万
５
０
０
０
円
を
追
加
し
、
予
算
総

額
を
62
億
５
１
２
０
万
６
０
０
０
円
と
す
る
も
の

で
す
。

　
主
な
内
容
は
、
総
務
費
は
人
事
異
動
に
伴
う
職

員
給
与
等
の
減
額
と
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
と
健

康
保
険
証
の
一
体
化
に
向
け
た
シ
ス
テ
ム
改
修
等

業
務
委
託
及
び
周
知
広
報
に
要
す
る
郵
送
料
の
増

額
計
上
。
国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金
は
納
付

額
が
確
定
し
た
た
め
減
額
。
基
金
積
立
金
は
国
民

健
康
保
険
財
政
調
整
基
金
へ
積
立
て
計
上
。

現
行
の
保
険
証
を
残
す
べ
き
。

必
要
の
な
い
経
費
に
は
反
対

深
田
康
孝
（
日
本
共
産
党
）

反対討論　
こ
の
補
正
予
算
に
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

の
下
４
桁
を
当
該
市
民
に
特
定
記
録
郵
便
で
送
付

す
る
た
め
の
通
信
運
搬
費
が
計
上
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
マ
イ
ナ
保
険
証
を
具
体
化
す
る
一
環
で

あ
り
、
現
行
の
保
険
証
を
残
せ
ば
必
要
の
な
い
経

費
で
あ
る
。
以
上
の
理
由
か
ら
、
反
対
す
る
。

議
案
第
53
号
　
令
和
６
年
度
蓮
田
市
後
期
高

齢
者
医
療
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

保
険
料
過
誤
納
還
付
金
及
び
一
般

会
計
繰
出
金
の
増
額
な
ど

　
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ

れ
25
万
円
を
追
加
し
、
予
算
総
額
を
13
億
４
６
７

６
万
４
０
０
０
円
と
す
る
も
の
で
す
。

　
主
な
内
容
は
、
総
務
費
は
人
事
異
動
に
伴
う
職

員
給
与
費
の
減
額
で
す
。

　
諸
支
出
金
は
、
保
険
料
過
誤
納
還
付
金
の
増
額

と
一
般
会
計
繰
出
金
の
増
額
で
す
。

議
案
第
54
号
　
令
和
６
年
度
蓮
田
市
介
護
保

険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

介
護
保
険
給
付
費
準
備
基
金
へ
の

積
立
て
な
ど

　
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ

れ
３
億
２
８
３
１
万
９
０
０
０
円
を
追
加
し
、
予

算
総
額
を
61
億
７
４
６
０
万
７
０
０
０
円
と
す
る

も
の
で
す
。

　
主
な
内
容
は
、
総
務
費
は
人
事
異
動
に
伴
う
職

員
給
与
費
等
の
減
額
で
す
。
基
金
積
立
金
は
、
令

和
５
年
度
決
算
に
伴
い
介
護
保
険
給
付
費
準
備
基

金
に
積
み
立
て
る
も
の
で
す
。
諸
支
出
金
は
、
令

和
５
年
度
介
護
給
付
費
等
の
確
定
に
伴
う
精
算
返

還
金
及
び
一
般
会
計
へ
の
繰
出
金
で
す
。

議
案
第
55
号
　
令
和
６
年
度
蓮
田
市
水
道
事

業
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

人
事
異
動
等
に
伴
う
人
件
費
の
減
額

　
収
益
的
支
出
及
び
資
本
的
支
出
の
減
額
補
正
を

す
る
も
の
で
す
。

　
内
容
は
、
人
事
異
動
等
に
伴
う
人
件
費
の
減
額

に
よ
る
も
の
で
す
。

議
案
第
56
号
　
令
和
６
年
度
蓮
田
市
下
水
道

事
業
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

マ
ン
ホ
ー
ル
蓋
交
換
実
施
設
計
費

な
ど
を
増
額

　
収
益
的
支
出
及
び
資
本
的
支
出
の
増
額
補
正
を

す
る
も
の
で
す
。

　
内
容
は
、
収
益
的
支
出
は
下
水
道
事
業
収
益
に

つ
い
て
、
総
係
費
を
増
額
す
る
も
の
で
す
。
資
本
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的
支
出
は
マ
ン
ホ
ー
ル
蓋
交
換
実
施
設
計
費
な
ど

の
増
額
で
す
。

議
案
第
63
号
　
蓮
田
市
国
民
健
康
保
険
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

国
民
健
康
保
険
法
等
の
一
部
改
正

に
伴
う
改
正

　
主
な
内
容
は
、
被
保
険
者
証
が
廃
止
さ
れ
る
こ

と
に
伴
い
、
被
保
険
者
証
の
返
還
に
係
る
罰
則
規

定
を
廃
止
す
る
も
の
な
ど
で
す
。

　
施
行
日
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
令
和
６
年

12
月
２
日
で
す
。

現
行
の
国
民
健
康
保
険
証
を
残

せ
ば
条
例
改
正
は
必
要
な
い

深
田
康
孝
（
日
本
共
産
党
）

反対討論　
こ
の
条
例
改
正
は
、
規
定
に
よ
り
被
保
険
者
証

の
返
還
を
求
め
ら
れ
て
、
こ
れ
に
応
じ
な
い
場
合

の
罰
則
条
項
を
削
除
す
る
と
い
う
も
の
だ
が
、
そ

も
そ
も
現
行
の
保
険
証
を
残
せ
ば
、
こ
の
改
正
自

体
が
必
要
な
い
も
の
で
あ
る
。
日
本
共
産
党
は
一

貫
し
て
現
行
の
保
険
証
を
残
す
こ
と
を
求
め
て
き

た
立
場
か
ら
反
対
す
る
。

議会運営研修会を開催

　８月６日（火）にStand　by　Women代表、ジェンダー
総合研究所共同代表の濵田真里先生を講師に招き、議員
と市の幹部職員を対象に市役所の会議室において研修会
を開催しました。
　講師から「政治分野のハラスメントの防止に向けて～
ハラスメントの実態から考える～」と題してさまざまな
事例を交え、ご講演をいただきました。時機を得た内容
でたいへん有意義な研修会となりました。

　
市
民
の
み
な
さ
ん
が
市
政
な
ど
に
つ

い
て
、
直
接
市
議
会
に
要
望
で
き
る
制

度
が
「
請
願
」
で
す
。

　
提
出
さ
れ
た
請
願
は
、
内
容
に
よ
っ

て
そ
れ
ぞ
れ
担
当
の
常
任
委
員
会
に
ゆ

だ
ね
ら
れ
、
慎
重
に
審
査
が
行
わ
れ
ま

す
。

　
委
員
長
は
、
こ
の
審
査
の
結
果
を
議

長
に
報
告
し
ま
す
。

　
本
会
議
で
は
、
審
査
結
果
を
も
と
に
、

質
疑
や
討
論
を
行
い
、
採
択
か
不
採
択

か
の
決
定
を
し
ま
す
。
こ
の
結
果
に
つ

い
て
は
、
請
願
を
提
出
し
た
代
表
者
に

通
知
を
し
ま
す
。

［
提
出
で
き
る
人
］

　
請
願
は
、
だ
れ
で
も
提
出
で
き
ま
す
。

蓮
田
市
以
外
の
か
た
、
外
国
人
、
未
成

年
者
、
あ
る
い
は
Ｐ
Ｔ
Ａ
等
の
法
人
で

な
い
団
体
で
も
提
出
で
き
ま
す
。

［
提
出
の
時
期
］

　
各
定
例
会
が
開
か
れ
る
８
日
前
ま
で

に
議
会
事
務
局
（
市
役
所
３
階
）
へ
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

［
紹
介
議
員
］

　
請
願
に
は
１
人
以
上
の
紹
介
が
必
要

で
す
。（
紹
介
議
員
の
署
名
ま
た
は
記

名
押
印
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。）

［
請
願
書
の
書
き
方
］

　
書
式
に
決
ま
り
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

右
図
を
参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。

①
内
容
は
わ
か
り
や
す
く
。

②�

道
路
・
下
水
の
整
備
な
ど
は
、
略
図

を
付
け
場
所
を
明
記
し
て
く
だ
さ
い
。

③�

署
名
欄
に
は
住
所
・
氏
名
を
記
載
し
、

押
印
し
て
く
だ
さ
い
。

※ 

請
願
者
の
住
所
・
氏
名
は
、
一
般
に

公
開
さ
れ
ま
す
の
で
、
あ
ら
か
じ
め

ご
了
承
く
だ
さ
い
。

▼
陳
情
書
の
取
り
扱
い
は

　
陳
情
書
の
様
式
、
提
出
先
な
ど
は
請

願
と
同
じ
で
す
が
、
議
員
の
紹
介
は
必

要
あ
り
ま
せ
ん
。

　
な
お
、
陳
情
書
の
本
会
議
で
の
取
り

扱
い
は
、
議
場
配
布
の
み
と
な
り
ま
す
。

▶▶▶▶請願・陳情はこのように◀◀◀◀

○
○
○
○
○
○
○
に
関
す
る

請
願
書

　
紹
介
議
員（
署
名
ま
た
は
記
名
押
印
）

○
　
○
　
○
　
○
　
印

件
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

○
○
○
○
○
○
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　

要
旨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

地
方
自
治
法
第
百
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
、

右
の
と
お
り
請
願
書
を
提
出
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
年
　
月
　
日

請
願
者
（
法
人
の
場
合
は
そ
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

　
　
　
　
住
　
所

　
　
　
　
氏
　
名
　
○
　
○
　
○
　
○
　
印

ほ
か
　
　
名

蓮
田
市
議
会
議
長

　
○
○
　
○
○
　
様

5 はすだ市議会だより　第 131 号


